
１．会議の日時　令和３年６月25日 (金） ９時00分開会

9時30分閉会

２．場　　　所　 選挙管理委員会室

３．出席委員　 髙埜委員長、此島委員長職務代理者、関口委員、丸山委員

４．出席書記　 橋爪事務局長、大竹係長、伊丹書記

５．記録書記　 伊丹書記

６．議　　  案

第１７号 投票所の告示について

（資料No.1のとおり告示する）

第1８号 投票管理者・同職務代理者の選任の告示及び投票立会人の選任について

（資料No.2のとおり告示する）

第1９号 期日前投票所の告示について

（資料No.3のとおり告示する）

第２０号 期日前投票所の投票管理者・同職務代理者の選任の告示及び期日前投票所

投票立会人の選任について

（資料No.4のとおり告示する）

第２1号 選挙立会人のくじを行う場所及び日時の告示について

（資料No.5のとおり告示する）

委員長 選挙立会人のくじについて詳しく説明してもらいたい。

事務局 選挙立会人は、立候補者１人につき１人の選挙立会人を届け出るこ

とができる。選挙立会人の人数は３人以上１０人以下と決まっている

ため今回は、本日５時までに立候補者が１０名以上にならなければ

「くじ」は実施しません。

７．報告事項

豊島区議会公明党からの要望について

（資料No.6のとおり、説明を行った）

委員長 ２通の要望書に対して選管として行動を起こす必要があるか。

事務局 資料№６の１枚目、記１について「徹底してください」は東京都選管

で文章を出しているので区選管としての予定は今のところない。

記２については、４年前のことで前任の委員会で検討することである。

資料№６の２枚目、記１についてＴｗｉｔｔｅｒの記事の削除・修正を指

示する権限は選管にない。また、選挙運動違反については、警察

の権限になる。

８．その他
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本日、１８時からの臨時会の確認を行った。


